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第1趣旨

． このマニュアルにおいて、既達「地域警察における微罪処分及び簡易書式例の対象

事件等について」 （平成30年5月29日例規（地総・刑総・生総）第62号）で定める地

域警察における微罪処分及び簡易書式例の具体的な処理要領を定める。

微罪処分の処理手続き

地域警察官が微罪処分する不拘束の｜
よって処理する。

第2

■事件は、次の手続きに

地域警察官が処理することができる微罪処分対象事件

(1)要件

ア軽微で、処罰を要しないと明らかに認められるものであること。

次に掲げる事件を除く。

（ｧ) I - 1

（ｲ） ［－

（ｳ） ｜

イ被疑者が、次のいずれにも該当する者であること。

(7)I

（ｲ） ｜｜

（ｳ） ’

1

ただし、

I ’

‐1‐



(2) 対象罪種、手口等
〆

ア

イ

■
ウ

2具体的な処理要領

（1）被疑者の任意同行と地域係長への報告

被疑者を取り扱った地域警察官は、被疑者を交番又は警察署等（以下「交番等」

という。 ）に任意同行し、直属の地域係長（不在の場合は､他の地域係長）に事件の

概要を報告する。

(2)被疑者の身分確認及び犯歴等の照会

ア

イ
ウ

■
(3)地域係長の擬律判断

ア報告を受けた地域係長は、直ちに当該交番等に臨場し、事件の概要を把握したうえ、

微罪処分による処理が相当かどうかの擬律判断を行う。

その際、的確に事実認定を行い、犯罪の構成要件及び可罰性を充分検討する。

微罪処分による事件処理が相当と判断した場合は、地域課長（地域交通課長を

含む。地域課長が不在の場合は地域課長代理、刑事課長（生活安全刑事課長を

含む。以下同じ。 ）又は当直管理責任者。以下同じ。 ）に報告を行い、その指揮を

受ける。

b

’地域警察官が処理することが不適当と
頁とともに刑事課又は生活安全課に

イ

認められる事件は、直ちに被疑者、関係書類と

引き継ぐものとする。

－2－



微罪処分蛎件処理の決定

ア地域課災は、地域係腿からの$帆雌蕊づき、微雛処分蟻件として地域縛察'蝋'が

処理する二とが相､11であると認めたときは、警察瀞昆辨件術抑繩（以~ド 「辮件

桁揮簿」という.）により、轡察署蛙の指揮を受けて微罪処分の処理を決定する．

イ地域課艮は、地域係良(ﾉ沖からWI:件処理柵1傭･を擶瑞し、 :辮側拠理に､5たらせる．

ウ地域搬腿は、慨”】力刈を事件処理期限とし-て、嚇件処瑚担斗惜を捜査綿郷する。

ユ地域諜艮は、取扱い警察官が取調室又はこれに準ずる場所において、 ′I:後10時から

潔側の午航5時までの棚に被凝者取綱べを行うとき、又は、 l irlにつき8時間を

超えて取洲べを行うときは、猟件術繩簿に,kり響察秘焚に聯前の承認を愛ける．

なお、午後lO時から翌ロの′I前5蹄までの間に被疑者･と判明した事件の被疑者

取調べについては、獺蝿的に溺前の承認をjj･えられたものと見なし（郡前承測の

締例） 、あらためて聯鮒の7k認を礎ける必喫はないが、 ：溺件指揮簿鋪簿欄に、

被疑者と判明したII寺問及びI取調べにつき特例承認」である旨を記城し、 、'1iX

笹理賞任者等が押印する”

ｊ
４
Ｈ
ｇ
ｃ

夕

４

３
■
９
１

料撚こ代わって灘迩鮒ﾓ者から:聯前承認を受ける場合の記載例

事舗斌認の特例Iこ当たる場合の辮件指揮簿への記載例

0

－3－

揃 揮

<承認〉印

月 ロ時 鯛 郷（伺） 則Iド 】閥 備 考

綴 災

捌料（次）長

乎成30"3112IEI

午後9時28分

■■■■■■被疑事件骸蝿箭を

敗郷べ巾であるが、測術状況”賊鮒鰯

ため、午後10時以降も引き縦き取澱ぺ

ることを承認弓!-ろ．

代③

鵜 艮

副瀞（次）良

平成加年3月H側

午前0時10分

■■■■■被疑細'|:被凝瀞を本

醤に任意同行した‘ﾉ)で取調べし-〈よる

1､,いか

④

綾鍵背‘と特定《"た日時

3月7間午後ll"45分

敗柵べにつき特例承泌

③



(5)取扱い警察官による被疑者の取調べ、被害者からの事情聴取

ア被疑者の取調べ

（ｱ） 取調室又はこれに準ずる場所において、午後10時から翌日午前5時までの間

に被疑者の取調べを行うときは、事前承認を受ける。

． （ｲ）取調べの際は供述拒否権を告知する。

(ｳ）

(工）被疑者に訓戒を与える。なお、被疑者に対する訓戒については、事件処理

担当者が自ら行う場合を除き、原則として検挙した地域警察官以外で当該地域

警察官より上位の階級にある地域警察官に確実に行わせるものとする。

’して取調べ状況報告書の作成の必要は無k』が、(ｵ） 厘旦1と
’ 被疑者を一旦帰宅させる等、

捜査が後日に及ぶときは、取調べ状況報告書を作成しておく。

なお、この場合、取調べ状況報告書の作成要領等については、簡易書式例

対象事件の処理要領に準じる。

(力） 事件処理担当者の指揮の下に、被疑者の承諾を得て、指掌紋記録及び被疑者

写真記録を作成するとともに、口腔内細胞を採取する。

’ 被害者に対する措置イ

（ｱ）

■

(ｲ）

(ｳ）

（工）

ウ

（ｱ）

身柄引請人に対する措置

親族、雇主その他被疑者を監督する立場にある者、又はこれに代わるべき者を

呼び出し、身分証明書等を呈示させ、被疑者との間柄を確認し、今後の監督に

ついて注意を与え、所要事項の記載及び署名、押（指）印を求める。

なお、この措置については、事件処理担当者が自ら行う場合を除き、原則として

検挙した地域警察官以外で当該地域警察官より上位の階級にある地域警察官に

確実に行わせるものとする。

(ｲ）

－4－



(6) 事件処理担当者による捜査管理と具体的指示

指定された事件処理担当者は、事件概要を把握したうえ、総合捜査支援システム

により事案ファイルの登録等を行うとともに、処理に当たる地域警察官に処理手順

及び手続き等について次のとおり具体的な指揮に当たる。

ア取調べ関係

（ｱ） 取調べを担当する地域警察官に、監督対象行為に該当する行為や取調べ時間

について指導し、監督対象行為の絶無を図る。

なお、取調べ経験が少ない地域警察官が取調べる場合は、必要に応じて、

取調べ室内に入って、取調べの状況を確認するために立会い、取調官に指導、

指示を行う。

（ｲ） 取調べ関係

取調べ状況報告書を作成した場合は、その写しにより警察署長の決裁を

受ける。

イ証拠品等の措置

（ｱ） 証拠品等は、特に必要な場合を除いては、領置の手続きはとらず、事件処理

担当者が立会いして直接被疑者から被害者又は所有者に返還させる。

（ｲ） 直接返還できない場合は､被疑者から任意提出を求め領置し、領置調書（甲）

を作成した後、押収品目録交付書を交付するとともに、その経過を明らかにする

捜査復命書を作成し、事後被害者に還付し、還付請書を徴するよう指示する。

ウ指掌紋記録及び被疑者写真記録の作成と口腔内細胞の採取

事件処理担当者は、被疑者の任意の承諾を得て、指掌紋記録及び被疑者写真記

録の作成と口腔内細胞の採取の適否を判断した上、作成を指示する。

エ微罪処分手続書【参考資料1】

微罪処分手続書は、事件処理担当者が必要な項目が間違いなく記載されている

ことを確認したうえ、事件処理担当者欄に署名､押印し、各手続書の契印を行う。

(7) その他作成する書類等

ア身上調査照会

警察署の所在地及び警察署名を記載した返信用封筒（切手を貼付したもの）及び

「捜査関係事項照会を行う場合の依頼文の同封について」 （平成17年5月27日

例規（府民・生総・地総・刑総・交総・備総）第77号）で定める依頼文を宛先に

応じて作成し、同封すること。

イ犯罪統計原票等の作成

（ｱ） 刑法犯認知情報票（未届けの場合）

（ｲ） 刑法犯検挙情報票

（ｳ） 刑法犯被疑者情報票（成人）

ウ被疑者カードの作成

事件捜査に従事した地域警察官が、捜査が終了し、被疑者の身元が判明した

時点において作成する。

－5－
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3決裁及び引継ぎ

（1） 地域課長は、微罪処分手続書（関係書類を含む。 ）及び事件指揮簿により署長決裁を

受け、刑事課長に引き継ぐ。

(2) 一件記録（微罪処分手続書、捜査復命書、個人照会結果復命書等の関係書類）は

刑事課で保管する。

(3)事件指揮簿は地域課で保管する。

(4)微罪処分事件の検察庁への報告は、刑事課で行う。

－6－



第3簡易書式例事件の処理手続き

地域警察官が取り扱う簡易書式例対象事件については、次の手続きによって処理

する。

1地域警察官が処理することができる簡易書式例対象事件

（1）要件
■
配
■
■
■
■

マ
ノ
ノ
ィ
凸
ソ
エ

く
く
く
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評
Ｉ
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(2)対象罪種又は法令名、手口等

’

■

■※1

※2

※3

｜ ｜=′ ＝〆 ＝〃 ＝〃 ‐〃一一〃 ＝〃 ＝〃 ‐〃 ‐'

1

’
＃‘ターゥ野…オー乙々－J､－~ず一分～グー△毎～".－零グー･…〃←ｰ七夕…〃､‐ー_ｸｰｰﾀｰ-F…"･一宇.｡…"負画学当今一".ー_少｡

2具体的な処理要領

（1）被疑者の任意同行と地域係長への報告

被疑者を取り扱った地域警察官は、被疑者を交番等に任意同行し、直属の

地域係長（不在の場合は、他の地域係長）に事件の概要を報告する。

(2)被疑者の身分確認及び犯歴等の照会

ア

イ
ウ

－8－



(3) 地域係長の擬律判断

ア料職を受けた地域係災は、直ちに州亥交番等に臨場し、事件の概婆を把握した

うえ、簡易詳式例撚件として処理することが柵5かどうかの擬徳判断を行う。

その際、的確に聯爽淵遼を行い、犯罪の摘成嬰件及び可訓性を充分検討する．

簡易諜式例蝋件による聯件処理が樋､』1と判断した場合鉱､地域諜艮に報拷して、

その指撫を受ける“

地域警議官が処理することが不適､11と

曲者、関係諜類とともに刑瓢牒又は

イ

認められる簡易譜式例蹴件は、直ちに被疑

fk溺愛余撫に引き継ぐものとする。

縮易縛式例蛎件処理の決定

ア地域牒災肱、地域係腿からの報粁に蕊づき、簡易鰐式例により地域弊辮臘が

処理することが樋､！1であると認めたときは、蛎件桁抑繩により警察署良の梢抑を

受けて事件着手する”

イ蕃察増良は、地域係艮の中から捜企篇臘任'漁.を指墹し、捜査に､11たらせる。

ウ地域課災は、取扱い弊辮臘が取捌撚又はこれに瀬ずる場卵こおいて、午後10時から

翌箇の午前5時までの問に被疑者取淵べを行うとき、又は、 1日につき8時間を

超えて取調べを行うときは、事件指揮簿により警察署長に事前の承認を受ける。

なお、午後IO時から翌日の午鋤5時叢での間に被疑者と判明したWI:の被疑者

取調べについては、類脳的に蕊#畑》承認を.戦えられたものと見なし（辮前承鮒の

特例） 、あらためて"'|ド前の承認を受ける必婆はないが、 ：1#件指揮櫛備考棚に、

被疑者と判明した時間及び「取調べにつき特例承認jである旨を記靴し、当直

齋蝿黄征｡音等が押凋ける。

(4)

署長に代わって篭成貴任者から祁前承認を受ける場合の記載例

蛎前承認の特例に当たる場合の辮件脂揮簿への記敬例

－9－

揃 揮

(承認）脚1

月 圏畔 指 揮（何） 4K 項 傭 簿

署 長

剛瞥（次〉災

平成30年4"1H

午後9時30分

■■ﾛ■■ 披疑事1'|;被疑省を駁
鍵ぺ中"尋"》るが、犯行状況の遡及と、

俄撫昂鋤砺認”ため、午後1()時以降も

ﾂlさ統さ敗擬ぺることを'膜紹する〆

代③

署 長

刷瞥（次）民

･IA"30#F.l"811

午鋤0"23分

■■■■ 被疑事件破疑者を本
瞥腱紙葱同行した”で取澗べして‘貞私

しいか

②

被鍵脅と特定した11時

41"Rn午飾り時15分

取織ぺ'二つき特例峨懲

③



取扱い警察鴬による報脅涛の作或、被疑者、参考人の取調ベ

ア獺灘捜撒く辮蕊現熱〉報欝瀞の作成

被疑者の犯行を現認したときの状溌又は捜査により被疑者の犯行であると

認めるに至った経過を、犯罪捜査〈事実現認）報譜跡に記載する。

イ被疑謝の取調べ

（γ）取洲籠又雑これに灘ず遥場鱗に鱒いて、午後10鱒から蕊.蘭･午前5鱒までの悶極

被疑者の取調べを行うときは、事前承總を受減る。

（ｲ〉 敗澗べの際織供述推綴権を告げる．

(5)

(ｳ）

(ｴ） ‘破疑潜溌職務擬柵し、勢察鵜蟻へ幾撤獅行後、蝋洲寵父鍬これ{屋準ず為場脈恵

おいて取澗べたときは、速やか#こ駁調べ状溌議奮辮を作成する。

なお、その場合は取調べ状況綴需縛の「そめ他参考蕊項j柵lに、職務質問を

擁齢したI1鍼＃譜溌繊ず為翁

(ｵ） 被疑者の駁鯛べ途蛎こ、指紋諜駁及び写翼搬膨騨を行った場合繊、篭の

時間を『取識べ時間」機、 「休憩時間j棚に記載せず、 『その他参考事項」欄に

fC時○○分から△簿△△分‘>鍔、獺紋採職及び球蕊撮影難巽施j と記識

、する．

(力） 取調べ状況報告譜懲、当該敗溌べを行ったH (野該胤の翌Hの午前零時

以峰まで継続して取綴べを行ったとき鍬、漁該溌脚の午鋪零時から蕊該敗洲べが

終~rするまで”総澗避含む）ごと瀧作戒ず鞠”

取調べ状況綴溌撫認識綴

I取調べ状況報告書

I ．
平旗3○年 4ノリ2濁臘澗べ難卿 11

０
１
２

３
－
鰯
５

一
へ
《

２
６
７

８
一
○
＄

２
９
１

１
２
４

暇翻べ時郷
K名『ジ

』 ｡

2 ； 35～2 57
些 B ～

休 憩 時 側

｜ 〃～《”､~鋤､~__‐ I ～

○C響察署刑聯誤○号取禰寵

○○O○

飼・熱｜ ］ 通

嘉煎1~ー=＝＝＝二二幕二二二二こ

駁磁ぺ秘所

取調べ担当瀞氏必

被難謝供述瀧諜作成W"

遮齪人の有無及び迩駅欝醗
ー

･識務賀間1%l雄崎間0時10分

． l跡28分から1時56分の問

臘紋採鮫及が騨輿搬膨難爽施
③その他参毒事項 ･無

0
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ウ参考人の取調べ

(ｱ）被害者、目撃者等､参考人の取調べを行い､｜
’

"i
（ｳ）被害者及び参考人を招致する際は、深夜に呼び出すなど迷惑のかからない

ように配意するとともに、 目撃者等の参考人を招致した場合は、旅費の支給

手続きについて検討する。

エ被疑者、参考人の呼び出し

都合により取調べができないとき又は取調べが完了しないときは、捜査主任官に

報告するとともに、呼出簿を作成し、 日時及び場所を指定して招致する。

オ被疑者又は参考人等が任意提出した被害品等の処理

（ｱ）任意提出者に簡易書式例「任意提出書・領置調書・仮還付請書（甲の1）」

（以下「任意提出書等（甲の1）という。 」 ） 【参考資料6】の提出物件柵を

記載させ、領置調書を作成する。

この場合、提出物件欄の提出者処分意見欄は、 「被害者に返してください｡」

等と記載させる。

なお、証拠品として送致すべき物件については、 「いりません。 」等と

所有権を放棄する旨を明記させ、基本書式例の所有権放棄書を作成させる。

押収物の所有権の無い提出者からの任意提出については、所有権放棄書中の

「所有権」の不動文字2か所を「還付請求権」と加除訂正し、還付請求権放棄書を

作成する。

(ｲ）任意提出者に、基本書式例の押収品目録交付書を交付する。

記載例 ｜被疑者｜還付請求権
｜罪 名｜

(語手権)放棄書
平成○○年○月○日

大阪府 警察署

司法警察員 殿

警視正

住居

下記目録の物件に窯熱亀験蕊します．

‐11－



力遺留証拠品等の措置

被疑者が遺留したと認められる証拠品があるときは、第三者の立会いの下に

領置する。

なお、遺留領置した場合、 「任意提出書」の空欄に斜線を引き、押印する。

キ指掌紋記録等及び被疑者写真記録の作成と、 口腔内細胞の採取

捜査主任官の指揮の下に、被疑者の承諾を得て、指紋記録等及び掌紋記録等並びに

被疑者写真記録を作成するとともに、 口腔内細胞を採取する。

クその他の捜査

必要があると認められる場合は、現場の状況、被疑者の供述、 目撃者等について、

裏付捜査及び実況見分を実施する。

(6)捜査主任官による捜査管理と具体的指示

指定された捜査主任官は、事件概要を把握した上、総合捜査支援システムにより

事案ファイルの登録等を行うとともに、捜査に当たる地域警察官に捜査手順及び

手続き等について次のとおり具体的な指揮に当たる。

ア事件主担課との連携

当該簡易書式例対象事件を最終的に送致する事件主担課と連携を密にし、指導を

受けながら捜査を進める。

イ取調べ関係

（ｱ） 取調べを担当する地域警察官に、監督対象行為に該当する行為や取調べ時間に

ついて指導し、監督対象行為の絶無を図る。

なお、取調べ経験が少ない地域警察官が取調べる場合は、取調べ室内に入って、

取調べの状況を確認するために立会い、必要に応じて取調官に指導、指示を行う。

なお、その場合は取調べ状況報告書の「その他参考事項」欄に、 「立会者

○○○○○○時○○分～○○時○○分」 と記載する。

（ｲ） 取調べ状況報告書を作成したときは、その写しにより警察署長の決裁を

受け、犯罪事件処理簿に編冊して保存する。

ウ押収物の還付・仮還付

押収物の還付・仮還付については、次により捜査主任官が行う。

（ｱ） 押収品のうち公判廷で利用する見込みがなく、かつ、没収の対象とならな

いものについては還付する。

なお、還付する場合には、任意提出書（甲の1）又は任意提出書（甲の2）

の仮還付請書欄の不動文字「仮」及び「必要のときはいつでも提出します｡」

を削り、還付請書として使用する。

（ｲ） 押収品の所有者、保管者又は差出人の請求があるときは、仮還付請書を

作成し、押収物を仮還付することができる。

エ指掌紋記録等及び被疑者写真記録の作成及び口腔内細胞採取

捜査主任官は、被疑者の指掌紋採取及び写真撮影について被疑者の任意の

承諾状況を確認し、指掌紋記録等及び被疑者写真記録の作成及び口腔内細胞

採取の適否を判断したうえ、指示する。

－12－



オ身柄を引き渡す場合の措置

この措置については、捜査主任官が直接行うことが望ましいが、何らかの理由で

行えない場合は、取扱い警察官を指揮して行わせてもよい。

（ｱ）親族、雇主その他被疑者を監督する立場にある者、又はこれに代わるべき者を

呼び出す。

（ｲ）身分証明書等を呈示させ、被疑者との間柄を確認する。

（ｳ）今後の監督につき必要な注意を与える。

（ｴ） 身柄引請書の内容を確認させた後、所要事項の記載及び署名・押（指）印

を求める。

力その他の捜査

捜査主任官は、現場の状況、被疑者及び目撃者等の供述等から裏付捜査及び

|‘ ’実況見分の必要性の有無の判断を的確に行い、

Ｆ

Ｉ

Ｉ
■■

I旨示を行う。

(7) その他作成する書類等

ア照会書類の作成

（ｱ） 前科照会

検察庁に照会する際は、写しを一部添付する。

（ｲ）身上調査照会

警察署の所在地及び警察署名を記載した返信用封筒（切手を貼付したもの）

及び｢捜査関係事項照会を行う場合の依頼文の同封について」 (平成17年5月
27日例規（府民・生総・地総・刑総・交総・備総）第77号）で定める依頼文を

宛先に応じて作成し、同封すること。

イ犯罪統計原票の作成

（ｱ）刑法犯認知情報票

未届事件の場合にのみ作成する。

（ｲ）刑法犯検挙情報票又は特別法犯検挙情報票

（ｳ）刑法犯被疑者情報票（成人）又は特別法犯被疑者情報票

ウ手口記録の作成

’ ’必雲露季臘繍蚕豐駕鱒睾’
エ被疑者カードの作成

事件捜査に従事した地域警察官が、捜査が終了し、

点において作成する。

オ犯罪事件処理簿の作成

捜査主任官が作成し、総合捜査支援システムに登f

力送致書の作成

捜査主任官は、捜査終了時に送致書を作成する。

手口

総合捜査支援システムに登録

記録を作成する。

被疑者の身元が判明した時

する。

- 13-
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(8)送致書類の編冊

作成書類は、 日付け順に、おおむね次の順序で編冊する。

ア送致書 【参考資料10】

イ犯罪捜査（事実現認）報告書

ウ被害届 ，

エ任意提出書、領置調書、仮還付請書

オ参考人供述調書

力取調べ状況報告書

キ被疑者供述調書

ク捜査復命書

ケ個人照会結果復命書

．前科照会書（回答書）

サ身上調査照会回答書

シ身柄引請書

3決裁

捜査が完結した後、地域課長は、事件指揮簿（送致一件書類及び犯罪事件処理簿を

添える）により署長決裁を受けた後、送致書に警察署長名の署名・押印を受ける。

なお、署長決裁を受ける前に、捜査主幹課から作成書類の確認を受けること。

4引継ぎ

地域課長はI
’ 酷係書類すべてを引き継ぐ。
なお、事件指揮簿については、地域課において保管する。

-14-
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(その2）

(微罪処分手統脅用細

ｵし、厳重に訓戒を加えて、将来を戒0

股書者に対する被瀞の回復、謝罪そり

学識ず糸.i･弓錨!'"_

供 述 書

1私は， 自分の意思に反して供述しなくてもよいことを告げられよ
くわかりました。

2私は，ただ今読み聞かせていただきました犯罪事実のとおり罪を
犯したことに間違いありません｡

3 このことにつきましては悪いことをしたと反省しています。

4今後は再びこのような過ちを犯さないことを誓います。

年 月 日

住居

氏名 ⑨

大阪府 警察署長殿
一一一屯－9G－一

－－平早△ ◇ △△ .一一 －－■旬句 ①ﾜ画■－巳･…▲画穴写｡一－

請 書

－－

上記の者 に対して，今後は十分戒め，再びこの

ようなことがないよう私が責任をもって監督します。

年 月 間

住所

職業 （電話

本人との関係

一 一

氏名 ③

大阪府 警察署長殿

（ 歳）

）

処分の際の

処 置 親権者、雇主その他被疑者を監督する地位随ある者；司法
1

q

q

又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来のI
I

可

監督につき必要な注意を与えて、その謂番を徴した。
I
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被害者供述譜

私は， ただ今説明を受徹ましたとおり の

被書を受けました。
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一一P＝－－…4“吟一一一一…．－ず－－℃会”・ 凸･毒一一ロー－ん面会命令“･‘ん灸“･fJ･ﾛ｡｡＊一口･＝…廿酎”“･”〆”『”f”，｡ぴゐj－…*ず一一ザや由一命”庁”･命一・f”上げん”画v御供 J ・ “･曲ぴゐ ~－－＊凸p曲･ 争・ ◇0 .0”r”J~

今画ハロ公
ｰ～~一 －－か…

一い､やや画 -0 ~ 峠■恥一幸…ﾛ……~……“一一………………~邸…一m…“ー……………･ ･ヘ グーザ“…………一~一宙 千 ･ ･画…………極…

セ
ー
■
ｐ
ｆ
ａ
ｑ

由おUr4G『や■企■企ロム会■介可全r穴■⑬Q金会葬ﾛ』■曲士ﾛロー一命今 ”早●~一一…………､全 ●今･ ･ ~~p…ー…一………狸……~~…一軒や申 ず令令､′Q 、 ゥ勺寺 ｡ … やヴーユャー シ今グー一“

犯罪事実関係｡－

；…‐

’一・

；

一

…

“当一一一…守小や今輯・〃わ＊｡…－~4睡一…･…"一ｰ晶管 竿,…

”Fq ﾑﾛ劇画●U亭咽ザゥ紙W…グー… 公cゆりmfFU面，■ゆg~ー~企 4 ｺ い 6－…■…師…~……－．－“会

…“ず“ずおす…“ず“ず壷 曲げ封一……一 ~□一一…伽合口…■・~･ ㎡…り ゆ…殉･ゆかりおり”や稗棹卸………揮圭■'“~~…………“'”…ず今 9 奇U･ゆ~稗稗やf由り由…＊①や公ゆ~ず c β fJ-ゆ稗一一一

…－…－~…一………一一一一…凸卸＊，－－や－が勺一 企●一一幻ヴー

イ



参考資料e

(棚）椛式鋪6･尋の2 (甲の2）

調書
一や－－‐ → ＝① ●串 ■一＝藍争

被’ ●凸曲 由 ｡ ■今汀軸量一 g 声 一一

１
１
‐
１
－
一
室
〉

膳
一
先
一
齢
一
宮

一
鮴
一
年
一

業
胤
一
調

住

職
氏
》

…

も

Ｉ

‐

Ｉ

‐

、

‐
‐
’
１
１
１
１
４

疑
者
一
取 大

<篭謡 ｊ一
一

一

ー早 ﾀ■ 一

<電話 ）

年 月 日生( 歳）

阪府 警察署
１
１ ⑳司法

0
ー■一メ サ 合一…“ﾛｰ～毎“■一一b一卜 凸……

…と

言､篭蓋|平成 年 月 日
取鯛

作成の
－－

一一一F ■－－－や一～一寺g‐‐ぬヤーヰー写 ｡｡■ー李今 一二△△~一二口~

I
ロ
ロ上記の者挺対する筐■

対し， 自己の意思に反して
とおり供述したので， これ
鯛需末尾腱署名 印した。
出 生 地I私が生調

自己の意思に反して

私が生ま猟

被疑事件につき，本職は，あらかじめ被疑者に

がない旨を告職て取り調べたところ，任意次の
間かせたところ，誤りのないことを申し立て本

供述をする必要がない旨を告げ、
供述したので． これを録取して読み聞かせたところ，

一○

た所獄，
一一■寺一一~写も与輯L－－q－蝿■画ﾛ~

前科前歴は,鑑罐静｡ （霊罪前慧|前科前歴は,霊溌謬ｸﾞ （ 〉
一門甲¥－－･鈎一…………i卜｡≠▼ 』か合や合や…A 面・ロ 伊・許，w……弘痴……鐸郡

学 歴｜
…一一一一一一苧一一一寺一画夕 申し一・－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一今。一一一一一一一一一一 マ ‐－－ー－~ｰや ｰ申や一ー一一ー－－－ｰ

経 歴 ｜

資 産資産は,霊溌誉詳｡（ ）

月 収 月収はゞ霊ありません。 万円くらﾙﾐです。
家族鶴孫
ぞ の ・総
参毒事項

I犯
罪
事
実
関

I

係|

現在・心境等I
や凸一一一一一伊毎 一■ 戸▲一一一~～a■ごq一一

‐寺一申字一一一q虹…一申一一も一■ 凸 一 申 与一一一 ■ 一 ＝一

■ ■

本舗ゞ ’ 圓卿農いることができる。
璽顛簿ある繍箇つい°r獄，該当の迩印の榊鴛rを侭蒲羅蓬と。

(注意) I

2

本 籍



参考資料4
(簡）搬式第7号

ｰーの●ゆ▽

供

述

者

供述調書（乙の1）

ご~●J･や令昌口◆“』･ ざ･ ‘J ,J■der4m勺･■ J , げ げ ター命

凸互 函一つ－－押今グ△今

(餓話 ）

(飽鯖 〉
佇 で､ ▲▼③サク▼③ごGJ▲ ③可 ▲ G Gvav 凸▼"~守少

年 月 日生（ 歳）

取 調 宮

－ ■一÷

大阪府 警察署

司法 、

脇言珊|平'年月
一③ 子q G P P 守 子

！
日

■ 一 e今争寺一 ー~→ーゐ◆－－

上記の者は，本職に対し，任意次のとおり供述したので， これを録取して読み閉かせ
－辞■Q4宇幸“-=－F･4-6“上･■95=甲“■■=c■16.■早口1④｡=F申勾■争一△■･一｡一ず▲田や｡全△･凸一･･ ･二心△ e･字e

たところ， 誤りのないことを申し立て本調書末尾に署名 印した。
､争一年

－一心志壺サー.ｬ4←.←÷ マーェ 甲L■寺

守凸守上守■▲』▲』』4凸■4■』4ﾕ▲4■4一▲▲』4ﾕd4生▲4一‐－

一響守恥守兵qq-qザロ￥尾￥弓 見￥qやめ｡■負い且￥“･aq“+◇･寺◇Qppg司口0●ゴ“ｳム

ｰ■凸■ ■■496●■凸LUOdCU■ﾛ口邑C■1F4今0U■OCdF4pCC▲■6

申･一口“■C⑫C竺■■■“F■ ■“』 C1a■■■CpQ“ご■Ⅱ■■■ロウ”■T■｡■09ﾔﾜﾛ凸U凸“■~

や一△ 凸● 心←U←g凸 90△g心△00△Ug-Uq△9口●U凸二g←UO-gQ･CO△09△99 0, qQ－0争い凸

96“~…■ 争角■P5 ‘字04

▲“■ゴー｡Q辛い0些､Oご血 ■■P■血 ■■■“0口･ﾛ｡ ･-C■･■■ﾕ｡“凸｡ ･■』 4凸Fﾕﾛ→4 辛守

企▲､4．今

ー…一一ー…

一一． ヴ ﾏヴｴヴ .ザ4．A妙e■ー

~

ー

ーた由P…－ず' ず~ー…一~f…”5

ザ祁稗鹿ゆ声一F鹿一ゆ鹿P鹿④…秤毎…わ~ゆ”ゆ~rやわ~ザepゆ”~~●両内●ゆ坤一

←ゆ~■会ｳ TOO ？『■ r rr扉け『"r ■F旬■▼ P曲▼公寺誌

丹ヤロ曲ﾀﾞ.『望JU. 割 .df､■『守口ずむもe ■碑寺？ 6A直好け ~~･骨

－

………………“凸……－－－？”F戸…ザ｡①－け“け㈱

ザ虹 ..シ+幸.ご･へ､ぞ◇P..ごJ､ﾛ ･ぐ◇. ‘ヴ △. .ヴご望..÷ ゴ弓, ､4.. , T､, ､ , 9. T ？ v､ .､ , . ' ▽' , ． ･ ･､色

－ﾏ■■＝■一宇専一 一一

一 藩一■ヤロ 同甲△△■星▼ ①』△4■。早』』 ･』◇ ◇● ｡。■・● 今●甲一一一

一一 ～q王

一一一ひー

一一

－－－司告F亨一◆r ■FTT庁ごF 六一P吟卑

一一－G－'一呼 けり 争一P－FPP－－－~｡一一－－－画一 ーー

一一一一一一一｡｡…

一一

ー▽｡●会←

毛や,J ｡－

守朝旺如面ヘヴ式ｩた▽た。一・八W･ 口会▽J ・ヴ･ ザ ･凸｡｡一ｰーゅ幸令･－.一一一….｡ ■ ●函グー小● け一命かいり………－－－－幸一一分一一一一一坪，の一一や一

~い■b＝－

－－

－

一一一・一一一一一



参考資料5

(棚）糠式蕊7弩鰯2
(その1）

供述調書 （乙の2）
一一■ー

０
４
１
１
『
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
２
ｉ
Ｉ
Ｉ

居
一
紬

住
、
一
癖

．
ｉ
－

供
述

(電話 ｊ
一一

一

一
一哩一凸毎－－－ー 屯 や

蝋議 ）

融
一
雌
－

０
１
１
，
土

管
一 年 月 日生（ 歳）

取 調 倉|大阪府 警察署
q
F

b
声 司法 ③

一角'一？．､ ,函…認…グ ー~…､￥ 合… 口守詑……4

取調べ及びI 平成 年 月 日
作成の日，場所：

上記の者は，本職に対し，任意次のとおり供述したので， こオ

ころ，誤りのないことを申し立て本調書末尾に署名 印した．

これ

一 一

を録取して読み聞かせたと

I

」



(その2）
〆

’

’

■1

’

i
l
lI

lI

il

⑳
ﾛ

(注潮’本雛, m ■噸り篇恥る篭とができる。
2画瀞のある棚について熱，該当の鰯印の中にし議付獄驫ごと。



参考資料6
（簡〉様式第4簿

‐ 罠宅寺 全一今一浩今 ℃U ℃′､､ゴ Uグ T舜金℃ゴ ﾛゴ ℃ゴ 面ゴｰ､｡-ロゴ』D･釦･ ℃J▲
一轄払…砥一輪一一一会了舎淋Y今V~△ｰ

任意提出書・領置調響・仮還付請 書（甲の1）
…

Ft9?.‘ ? 命 * . ｡"'# ぬ ' ｡f～冬甘~……や

鶏
Ⅷ

任 意 提 出
年 月 周

殿大阪府 警察署司法

住居

職業

氏我

一ド記物件を任意に提出します。用済みの上ば，

）

歳）

（電話

⑨ （
処分意見欄記競のとおり処分してください。

吟･ず酔巳酔早型や4￥且…＝一四

穂~『 品
…一一……"-配……-."．"."-~~－

出；

処分麓見 ：繊考

；

狩ごFfr” 『ずごFVf寺ご剣◇′〃口癖グ ▼′公

i

･…"･".…,‘…'"……稗一一零一一…~…や…｡"~唖一

．…．~－~ …';.~一…一一一､""輔一………一
ｉ
Ｉ
－
…
．
：

物
件

………J-､ぴ
ｶけ

一
◇

Ｐ

４

や

４

９

才

＃

引

一

。

ロ

卑

可

ｆ

ｑ

１

９

４

ｏ

油

"ずJ"ん”品律

砿憩還付不要の物件には,蕊麗蓉処分意見糊に必ず輔有機を放棄する。 』旨鯛鶴させる運と。

2 検察富に逮らないで処分したもの漣ついて緯，その雷を艤考郷ご灘入する達慰．

3 瓢卸のある鯛について域鱗灘の建印の中侭 rを付け鶏ことも
4 土部翻外の領霞番霧は，検蕊

平成 年領第 号

鎖 置 調 霧
平戒 年 月 蘭

大阪溝 警察署司法 ⑳

被疑考 に対する 被疑事件Iごつき，本職は，
平成 年 月 臼 において，
口差出人が任意}垣提出した
口 が遺留したと認めたので次の者を立ち会わせて
立会人（住鼠職業，氏名，年齢）

〆一･ 口昭や丘や､竿ぞ詮一幸一一一一"－－.凸 …命U､ ~ずﾞグ、 今グヘグ ﾟ ′今全すげ ▼ク ｰワタ ず 吋

下記闇録の物件を領潰した。

全空ゴer ･ 竺苧一一ー一A苧具…妙A…やQい且￥負いA,QA,｡AQ nい､￥角一一一~早学白凸.貝

押 収 品 ． 罰 録

符駿番号
． ；

毎 シ 〆 .●･ゲ ず･f 『 f ･' 『 ごク

編画

風口

~ゴ ･ざ .. ･争・･ 虹4幸~

数量
差出人〈遺留者〉の
住居 ， 氏名

－ 轡･やﾛ ヴ今ご今ヴヴ･･ご･■････口や｡~拍一

ら

－

所有者の住居，氏名
…｡『 《

備考
JAJ 、Uf C ◇ ◇ T a p f ◇ず

6

やす…ず 哲全ワロイォ+ぜげゐず奔口“ヴガロ

仮 還 付 請 書
平成 年 月 周

大飯府 警察署司法警察員 殿

住居

凝名 ⑳
下記目録の物件の彼還付を受げ，領瓶しました。必要なとき獄いつでも提出します．

ﾆ ｰﾁ 今 b ･ ■｡ ■命 叫画凸･画､ ｡ b q ● 今 今ぱ･へ､ L , Lヴ ･ 旭･け'百 ℃ｩ･℃ｩ 段･･ ･･ ･ も｡ ℃･*中仲一一一曲■唖韓却由一一か小妙e6釦ゴー一一●白4･･･函…回売勾韓●o◆●やqac…起句や“古餉”~軸一弾…6 …, .…c~6．F｡.q…･…. ｡.…'･…｡ .｡

符号
JJ ．『､ bf一

一ｰ

キ

’ $

倒 録

や

霧
一

一

一

一
酎

一寄

一
ｉ
ト

ー寺宰

’
－
１
一

評
少
ｆ
ｆ
抄
ｆ
も
ｆ
ｔ
ｆ
ざ
４

お
き
‐
む
く
ｇ
辿
●
。
■
■
マ
マ
寺
８
一
足
５
２
５
３
渉
召
珍
届
々
４
５
処
ｃ
５
ｒ
Ｆ
ｒ
Ｆ
３

一

寺

一
名
一
一
一
ｆ

一

一
一一
恥
一
恥
一
柚

》

》
心
ザ

》

》
学

》
奇一一

や一

一

品
一

取扱
者鄭



参考資料フ

(簡）機式第4簿の2
一一一…一一…~●ぬ~鷺一一P1 U角ｳ色寸角●角､ー~~内マーヴー

書，仮

－

付請書（甲の2）任意提出書・領置調書 還
◆由全

書
靴

任 意 提 出
年 月 日

殿大阪府 警察署司法

住居

職業 （蝿誌

氏名

下記月録記載のー任意に提出します。用済みの上は，
－~一－.r

－－－－－●－守一一一一 一一一

⑳ （ 歳）

目溌に返してください。
－－－－→－－｡◆一一

l

備 考

(注澗
自誘あ 瀞鐵潴誌鞭弾付けること似ド,剣じ｡ !。

１
２

『革『万デー霧年領第 1号

書 甲 乙
平成

領 置 調
年 月 日

警察署司法
『.…1

挺対するドルi

大阪府

被疑者

平成 年 月 日

⑳
疑事件につき，本職は，

において，

■を発見したのでこれを
｡差出人が任意に提出した下記目録記栽の■■■
□ が遺關したものと認められる下記同録記載の■■■
領霞した。

一一

国
匡
幽
鐸
鱈

(注意）上部鯛外の領綴番号は検察庁で記入する。 解I 月 時

除喫斑榊繍:恵鵬(…
分

~了；
1

届
一
報
》
即

泰
未

仮 還 付 請 書
平成 年 月 ロ

大阪府 警察署司法警察員 殿

住居

氏名 ③
下記閥録記載の■■■の仮還付を受け,領収しました。 必要なときはいつでも郷仙ます。

(注意）還付に用いるときは， 「仮」及び『必要なときは・ ・ ・。 』を削ること。
者印

(注意）検察富に送らないで処分したものについては‘その旨を備考欄に記入すること。



参考資料8

(その1〉(簡）識式第5簿

実況兇分調書く甲の1）
平成 年 月 日

響察署大阪府

⑳司法

被疑事件随つき，本職ぱ，被疑者 に対する

下記のとおり実況見分をした。
舎一野 J , ､ﾛ ク､一

一ら･･､“･妙L‘,…苧▲苧ムザロロ ･寺Q“･･ 牛･ ･Q･ ･P印一手白戸･･ 兵.､－咀覗￥良い4芋A~4妙Q◆－ー空“凸｡A･ヰロ" q･･巳 "' ･･ ､ ｡￥且･旦中呼異や尽雫4や卸…や~一撃一一｡ . ' ･ .′､ '･ . ･や｡ .一令一苧丘ram⑮いや蜘呼申す時壷四一画q､ .r 中.f . . ｡ .' 0F 』0 0分…℃

.菫 時 分か．日 時；平成 年 月
時 分まで

･ 二 唾－ .甘 寸Jfもf幻企Vf寺けす全了井寸.守争や~ず令一 ● *･ﾛAr ･ 舘診一やﾛ幻へJ嘩袖『や曲”~ず･･J宙V稼げ"穴ず 企 . ● f ●℃ムワャ，釦了評一一卸一一…"凸辛…一一

分から

分まで
－0ヘ

場所 ， 身体’

又 織 物i

制 釣；

立 会 人；

’住騒，職業‘ 、 ！
《氏名,年齢ノ ｜

_…._‘． ………_.…………_"－…噸:．……………

Ⅱ現場・位鐙｜
実；

： .－__…一……‐

況I
現場付近の状税

実況

写 写 写 語 Fも｡~サい-口…･虹守口辛口●"ロ……￥Q■PQWP" ｡ QやQ哩呼凸a鼻｡や一一やｰ命64"申q咽U…勺℃ V~､､ザグ ~ﾛ“配合“や■句｡御酌韓輯白拘4~4－…朝日咽哩町岫呂哩｡"●凹■pや画●由｡b唖｡■｡●哩口叩日や4唖■“､凹凸牛凹凸申｡申●c"■L⑭
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(その2）(簡）襟式第5号（実況見分鯛欝（甲の1） 〉
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参考資料9
(筒〉機式第5号の2

実況見分調書（甲の2）
平成 年 月 日

警察署大阪府

⑳司法

被疑者 “対する霊■■■被疑事件につき｡本職は，
ド記のとおり実況見分をした。
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’ 被害現場は， である。

2 立会人が指示した被害場所は，現場の見取図に×で示した地点で
あった。

現場の状況‘
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参考資料10
(その1）

主任検察官閲 ；
◆

（簡）綴式第8号

｢蘓寅r嘉一1
送 致 書

送（

平成

号
日

）繁

年 月
検察庁

殿

大阪府 警察署

司法警察員

下記被疑事件を送致する。

検 番 号 検 第

③

号

…吾 ざ 弓会… " ず 垂守毎■…やー間●F、宙毎F姉｡”ヴーー－…吟勺 . ．今~グ....~●.一一やﾟ一一◆・ヴ･司令、ク･串司令0J副UJ寺今Jヴ争ザグーザJJ』 ゆ･公 e d L●▽一陣卸一m一一由り~声－

罪名 ， 罰条

一一一℃､ Qロ ゥ色, ▽寺 ..￥Q 凸▲､ .▽ ､､ ▽､ . w

一■一一一■い-ー－ 当÷ d‘““･ﾛ L d ･‘ー0写 1＝* ﾏー一一・一一一－■ⅡT －G● ･●△･ 凸･ L 4-今 ﾛ 四一一 q苧

ふりが虹

被疑者の氏名等

年 月 日生（ 歳）燃別

月 日 照会

月 日 照会

年 月 NO.

月 日 午 時 分

無

－， ．e･ 時･－牟田BG
一心一心

餉 科 i 添付

身 上 添付

外国人登録

逮捕の 日時 ｜

身 柄 連 行 有

犯罪発覚の端緒

ずｩヴｰｩ.一一, P ●－－ …－－－－～f▽･『←｡ や * , 寺 ~

記載のとおり犯 罪 事 実
▲

■

〃

ｊ

二

■

。
… －．や←一幸

－． ざ ・会 、 ・ ・0 A 』 『 ′ '一勺一

’犯罪の情状等に関

す る 意 見

一マーー一一一一一一
－－今

一一子守一◆一一一 ーc令二一

１
１

捜査主任官
警電

(注意〉 左l蝋外及び前科，身上，身柄連行欄の各談当部分に赤○を付け，前科・身上照会中の場合は‘ 月
臼を記入する瞳と。



(その2）

(注意) l この証拠金雌総目録は，検察官送致，保管委庇（警察署保管を含む。 ) ,仮還付の順序に記戦し，

符号は一連の盤理番号とする蓮と。ただし，保管委溌及び仮還付のものについてば，その旨備考

（警察〉欄に記戦する塵と。

2 上部欄外の鎖臘番号は，検察汗で記入する。

平成 年領第 号

証拠金品総目録

符号リ 品 名
4 |""’ 差出人等の氏名 ’

ー◇4 ，1◇5戸や
ｳ ■●ウTF■ reg ■ｳGFUG■0

所有者の氏名
備 考
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1

’

○微罪処分の適正な運用について
6 平成13年8月25日例規（刑総）第80号

,改正平成27年4月10日例規（刑総）第53号

微罪処分の手続は蟻微罪処分手続響(大阪府驚察捜査関係響類簿冊処理規程(昭和32年訓令第16号。

以下槻程j占い葡． ）別記様式第30号。以下「手続轡」という。）によっですべぞの手続を行う運
ごとし､次により適正に運用されたい。

1 微罪処分の手続

微罪処分は、次の手続によって行うものとする｡
（1） 被疑者を検挙し、又はその引渡しを受けた警察官の措置

’ ’微罪処分の対象となる
－

の旨催の旨
－

Ⅲi塞鯉.蔦を刑事課侭(大阪水上警察署及び関上

蘭空港驚察熱嚇あっては生活安全刑事課長出し、執務時調外I息あっては溌鐙管理麓係者鞠ずる。

以下同じ。 ) I鳶報告して、指揮を受けるとともに、犯罪経溌及び指名手配の有無等I頃ついて照会

を行うこと。 ‘

（2） 微罪処分の決定等

ア刑事課長は、前記(’）の報告を受けへ微罪処分を相当と認めだときは、署長の指揮を受けて
微罪処分を決定し、事件処理担当者を指定して事件の捜査に当たらせるものとする。
イ刑事課長峡微罪処分を決定した､ときは、事件処理担当者に対しで被疑者Iご対する訓戒、親

権者に対する注意等必要な処溌遜とらせる等微罪処分の辮続上必要な事項{鼠ついで具体的な指
揮を行う運と。

ウ微罪処分を行うときは、事件処理担当者又は事件処理担当者の指揮を受けて検挙者が手続響

1部を作成し歸・その末尾に事件処理担当者欄に事件処理担当者が署名押印すること。

（3） 地域課における‘微罪処分の取扱い

地域警察官は、 『地域携察における微罪処分及び簡易書式例の対象事件等について」 （平成2#

年12月18日例鏡(地総｡刑総"鎚総>第82号) 'に規定する微罪処分対象事件を地域課(地域交
通課を含む。 〉縄おいr取り扱うと譜は、ぞの旨を地域課長（地域交通課長を含む．以下同じ。 ）

に報告して、指揮を溌けるとともに、犯罪経歴及び指名手配の有無簿について照会を行うこと‘

この場合において、報告を受けた地域課長は、前記（2）の規定に準じて微罪処分の決定等を行う

こと。 ，，

（4） 手続害の作成要領

手続書の主な欄の配職要領は、次のとおりとする。

ア罪名
（

該当する罪籟をO印で囲み、芋飼等を（ ）に記戦する鼠と。

イ． 犯罪事実鰯要澄

犯行の日時及び場所、被害者、被害金品、犯行の手段、方法及び結果等いわゆる「六何の原
則」に従って簡潔にまとめて記載すること。

ウ発覚の端緒

I

工犯罪の動機

Ⅱ
■
■
同
。
Ⅱ
Ｈ
Ｈ
ｊ
■
〕

オ犯歴（指名手配）照会結果

』

1/2

■



力微罪処分を相当とする理由及びその検討結果

、 微罪処分を相当とする理由について検討し、その結果、該当するときは、各項目のロの中に

レ印を封する‘鼠と。

キ供述醤．

｜
’

ク請欝

親権者、 '雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出

し、将来の監督について注意を与え、これを確認させた後、署名押（指）印を求めること◎

ケ処分の際の措置

被疑者等に対して処潰を行った警察官が、署名押印する鼠と。

被審者供述轡〃。

（5） 証拠品の処置

ア微罪処分を行う蕊件の盗品等及び証拠品等は、特に必要な場合を除いて、領溌又は差押厳の

手続をとることなく事件処理掴患者が立会し"《W，直接、械疑者から被害者又は所有者に返還さ
せる処置をとらせること。この場合は、被害者供述書に被害品の返還を受けた旨を配載させる
こと。

イすでに領置又は差押えの手続をとったものについては．還付の手続をとる匡没。

Z手続上の留意事項

（1） 手続響以外の不必要な捜査書類は、作成しない息と。
（2） 現行犯逮捕した事件については、微罪処分するものであっても、現行犯人逮捕手続書及び弁
解録取書の作成を忘れないこと。

（3） 現行犯人逮捕手続害､弁解録取番及び手続鴇の作成以前に作成された被害届瀞､犯罪捜溌(事
実現認>報告響､洪述調欝等の関係譜類は､‘準続欝(興添付し、篭複しだ手続鱒に記戦しない鯉と．

（4）事件処理の完結した手続響及び関係記録は、微罪処分事件報告醤（犯罪捜査規範（昭和32年

国公委規則第2号）別記様式第19号）の控えと共に一括して保管しておくこ．と。
（･5.）微罪処分をした事件であっても、犯罪統計細則（昭和46年警察庁訓令第16号）にi定める犯罪
統計原票を作成す為顛と。
（6）微罪処分蚕した事件1頃ついてI説犯罪蕊件処理簿の作成を要しない｡
力
■
■ ’

（

（8） 微罪処分をした事件について、その後新たな事実が判明し、送致することが相当であると認
められるに蕊ったとき鉱、再捜鐙の上通常の送致李続を行うこと。

＄
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○無免許運転者等取扱要領の制定について

昭和46年9月3日例規（交指・免・試験）第52号

改正平成28年12月22日例規（免)第總6号

令和4年3月3旧例規（務）第47号

令和5年6月23日例規'(交総）第50号

令和6錐3月29臼例規（高情）第53号

令和6年6月28日例規（交指）篭79号

無免許運転者、運転免許証不携帯者、無許可道路占用者等に係る違反事件の処理の迅速的確を期す

るため、別記のとおり『無免許運転者等取扱要領」を制定したので、運用の適正を期された．い。

，なお、次の通達は、廃止する。

1 「無免許運転等違反者の取扱要領の制定について」 （昭和32年7月9臼例規大警交一第665号、大
驚交蕊第571号）

2 『無免許運転の立証について」 〈昭和45年3月6日例規〈交指・免）第9号）

3嚥免許運転者等の身上照会の実施について」 （昭和45年9月8日一般（交指〉第534号）

別記

無免許運転者等取扱要領

第1 無免許運転者等の身元確認

無免許運転者、運転免許証不携帯者、無許可道路使用者等の身先は、次1罵より確認するげ

． 1 現場1通おける身弗確認
抑
■
甲
刎
一
■

■『ーマ －■戸一一

’ｌ
Ｉ

2身柄引請け ，

住所、氏名等が確認浦きたときは、後闘い呼出し等に確実に:応じるよう、違反者の保護者、配

偶者、鋤務先鱒上司等I堂身柄引請I '及び蕊閥引取りをさせる．

3現場で身先が確認できないときの措漬

’
’

4．運転免許証不携帯者の免許の確認

|’

ーマ－

’
(1）

一

2）Ｉ
く

’
｜
’

3）

5身元確認票の作成等

（1） 無免許運転者、特定小型原動機付自転車の無黄格運転者又は運転免許証不携帯者に係る違
反事件を処理するに当たり、交通切符、交通反則切符又域点数切符（以下『交通切符等」とい
56 )を取り扱った警察官は、前記4により身元確認を行った内容について、身元確認票（別

記様式第1号）を作成し、次により措鴬する．ただし、身柄を拘束した者潔紘拘束する必要が
ある者につい矧淡、この限りでない。

1/7

甲応 一茸「､瓢



ア交通切符により措鐙&､た場合

大阪府驚察交通切符懇蝋規程蝿和43年訓令策."籍．賎下側蕊規臘撫いう。 〉ぬ定め

ると愚る腱より、交通籾糠を蕊付し、送數し、又は引き継ぐ場合歓、Z蕊に身流確認票溌、
~r票に身漁確認蕊の壊しを添針するか．

イ交通皮鋤切符により籍鐙した場合

大阪府警察交篭反則蕊告事務敬扱規程側和43年訓令第1§号〉の篭めると遍ろ1選より、交

通窺則切符を送付し、送致し、又織溌き継ぐ場合歓、農熱罵身弗確認票を、 ､r熱罵身元確認
票の瀞しを添付す為.

ウ点数切符輝より措鎧した場合

大繊癖驚察点数切符処理規穏〈溺和50年訓令蕊19号〉の龍織ると慰謝通より、点数切符霧

保管し、又繊逮侭する場合鰍、遥熱蔦録耀確認票驚、獄熱恵身元確認蕊紛写し爵添付する。
戦複数鋤鐵通切符等無よぢ措鐙し漁場禽

懲蔵行為が併合罪澱紘鏡念的競合瀞し<ばけん連蛎②関係i罵溌たる鵜合で､複数鯵淡通切

符等鐙作成するとき鍬、運転免許証の不携滞鋤違馳恵係る交遍麗則切辮鰹つい篭斌、前記イ

リ薫準瞳噂構徽し、他鱒遮灘罵綴る鐵通切狩蝋熟●いrは、次の措溌を執る。

、 〈ア〉 議通切符驚措麓した場合

懲票及び丁熱蔑身髭確認票鋤噂し穆謙付ずる・

〈ィ） 鍵通蕊剣切符で措撒した場奮
墓票及び丁蝋興身錨確認蕊鋤尊しを添付する。

〈ウ） 点数切符驚構灘した場合

韓票及び丙熱興身館総認票鈴写し醤添付する。

劃 ’
（

6留意事項

1>

■
（

再pp D壷一○一再もー詞一一$D■函■ー●師 ● ー■q■一興一ロ■qh‐一一“ ＝一①

戸
（

第蕊

＃

鶴係蒲麟鞠村蕊に対す懇身上鱸会

身上照会譜蕊施する壌合

■
〈

（

法Z

（ア〉

■ I
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=■ーロロローーーq■一一一口弓一一一一再、 牢一国…■一－=L一中一一戸一一一一一一 一

イ

ｈ
■
■
■

鋤
ァ

く

イ

I

｝
I

(＄） 確認方溌鈴明確強

１
■
蕊件驚歎等繊特例3

（1） 交通警察営謝篤割巻継いで磯数する蕊件鋤うち．本籍地甫謹町村から鎌嘉上調畿鐵答撚が

交翻驚察富窯へ縁識継蕊議溶弾溺達I",篭いない錦の緯つい篭は、演遇切符蔑卿輯身蝋調鐙鰯答

響が未籍溶ある旨の付せんを総しr謝驚継ぎ､身上調懲翻鶴醤紘、劉逮後直観観蕊懲する”
〈”‘前記（1）の談継ぎ鐙受けた蕊遥蕊察営瀞甑、身上調議翻答響の退避譜待つr蕊件溌撚運添
付し、被疑者鱒蝿瀬剛憩蕊縛藩瀧致す患．た麓し、身上調議翻答祷が交通驚禦官謝垣到達する

鯲璽被疑識力戦頭したとき蛾、必要な取調べ鎌みを狩脅瞳ととし、勢上調査剰鍔鶴が識達した
時点{鷲おい篭送数する．

第翻無免許蝿転鰯立証

無免許蕊転謝蓮つい篭は、次挺より鶏察序楕報懇理セシタ…似や臘報処理強ンター」とい
う。 〉に対する照会を行い、無免許鋤蕊蕊髪鐡証し、寓嵐を補強す為．

なお、 16歳未満の者{轍つい矧或、免許証が議狩されないの婚､撫免静観蕊爽叢立証掌る必蕊は

ない｡

1 溌戦免許の樗無蝋期関す患照会

くぃ喪遇驚察官鑿引継事件

ア無免許懲難者を検挙した驚察宮から報告愛受けた交懲指導課長、交鎧機動隊長、高速道路

一議遥瞥察隊長､方簡機動簿聡隊蕊､鉄遭警察嫁蕊翼は欝察鵜長似下噛係所潤長』という．）
獄､交通靭縛〈丁蕊姦畭く．〉及び運鵜免許鰯有無等1戦綴する照会結果欝捌認様式第3号･
熱学噸余結果熱という． ）ととも{篭、演遥指導課長又紘議鐙警察官黛鞠所在地を管轄ず

る驚蕊署長似下総管所綴長』という轡 ）“定泌悉潤窯矧鰯鐡通鶏察営裳に引審継ぐ絢逗
の場含、照裳給果熱遍紘、事件番号及び選茂者氏名を記載し、照識者〈懲茂鐙録票又域事故
幾録票鱒作成者）が鵜幾押熱し篭おく。

イ関係所鰯長紘、漆適切縛丁蕊及び作成した懲麗登録票叉は事故登録票蝋転免許の行政処
分事務処懲蕊綱側瀧“錐g淵2棚擬規（伽蹴鶴。以下拠遜要綱』という． 〉別記様
式蕊1号の鼠〉議懲転免許諜儲二選付する。息鱒場合、違反登録蕊叉紘事故登録票には、上

澗余蹴魚『無免許」蹴朱簿するととも(鴬、下柵余測箪構報処蝋燭ジタ…からの通報回答があ

った場合《篭おけ患蕊絡鎚〈電話番号〉を記入す患｡

（2）直接送数鑛件

関係所属長繊、違反慧録票、違反”蕊案識録蕊〈処理要綱別記様式第1鍔〉又は蕊故登録蕊
を作成し、検挙の濁から瀧蕊し竃7濁以郷蝋交篭輔符丁票又欺現認報告鰯、供述調書等関係欝
類及び人身事故鶏行政難分臓票拠理蕊綱別記様識第7号>とともi戦迩転免許課長1国送付する。
この場合、前認“）鈴イ鯵後段と織様鈴措競を執務。

2運転免溌の有無等{こ関する鰯答

鍵職免許課蕊臘'溺報処理誼ンターから運蕊免許鋤有無簿に関す愚翻答を受理した劇に関係所

罵儲箪対も篭議翻答する。ただし、前諦斗の〈”鋤鐡懲溌察営塞割継蕊件I垣つい篭は、鎖該鶏件
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篭処理する主管斯属長に対し園答する。

3照会結果醤の作成
関係所属長又は主管所属長は、運転免許課長からの回答に基づき、照会結果書を作成する。こ

の場合、直接送致事件の照会結果霧の照会者棚には、違反登録票、違反。事案登録票又は事故登

録票作成者が署名押印する。

4有免許該当者の免許種別等の確認

前記2の圃答が運転免許を有する者である旨の回答である場合は､次の措鴬を執る．

（1） 被疑者澄憾答に係る者とが別人である恩とが確認されたと誉は、被疑巻と翻答に係る者と
が別人であることを明らかにする捜査報告書を作成し、照会結果書に添付する。

（2）被疑者と回答に係る者が同一人であることが確認され、さらに免許種別外の運転又は審査

未済免許による運転であると認められたときは、そのことを検挙者が明確にしているものを除

き、運転免許証に関する調査報告書(処理規程様式第9号)､を作成し、照会結果善に添付する。

5急を要する場合の措置

無免許運転違反者藩逮捕し、身構付避致をする場合等で急を要するときは、その都度、速やか

毫雲菖鑿篝薑霞雲髻苧墓墓慧童蕊簔蔑裟画時処雲Iこ=る州柵絡搬職畜依頼し、
■ただし、執務時間外の無会結果についてば､執務時間内に回答する。ただし、執務時間外の無会結果についてば、執務時間内に回答する。

’

6

＝…・ -･娠早齢、…番“ザ…･~評『肝ｩ…．，“‘昨~令…1 ‐"……現，当'宍q…“四一m，……
一

一一既一画己｡＝￥画一一諦浄｡~

7喪遡切符の§I継閥等の指簸

主管所属長は、無免許運転に係る鍵通切符の交通警察官室への引継日及び無免許運転者の変通
警察官室への出頭臼を原則として次により指定する。

J

（1） 交通切符の引継日

検挙の日から起算して.7日以内の臼

（2） 違反者の出頭劇 ､

検挙の日から起算して1個（交通藩察官室に対し、運転免許の有無に関する翻答がある臼）

を経過した臼以後7閥以内の臼

第4経過措置

「無免許運職者等取扱要領の一部改正について」 （令和6年6月28日例規（交指）第79号。以
下『一部改正例規」という。 ）の実施の際現に一部改正例規による改正前の無免許運聴者等取扱
要領により定められた様式の用紙で残存するものは、当分の間、所要の調整を行った上、改正後

の無免許運転者等取扱要領により作成したものとして使用することができる。 ‘

前文〈抄〉 （令和4年3月3個例規（務）第47号）

令和4年4月1質から鍵施す"る恩ととした鋤で、了知された‘い櫛

前文（抄） （令和5年6月2鯛例規（浅総）第50号）

令和5年7月1日から実施することとしたので、了知されたい。

前文（抄） 〈令和6年3月29日例規（高情）第53号）

令和6年4月1日から実施することとしたので、了知されたい。

前文（抄） （令和6年6月28日例規（交指）第79号）

令和6年7月1臼から実施す．る息ととしたので、了知されたい。

〆
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運
幅
特
定
小
型
臓
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無
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不
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Ｉ

〕

‘灘嘉
禦零鑿赫碧湾あることを砿認した。

ロ
ロ
ロ確縄結果

〕
、

確認錐ノリ|』 無 ‘月

瞥察鵜・課・隊

膿I
凸 も
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司法
確鮒瀞

鋤や

I 0

生年月日りま、元号を冠して記入すること。
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注： 1
2

3
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別記様式第2号

’
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旬
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卸韓
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